
ト
ピ
ッ
ク
ス
１
　
消
防
に
お
け
る
女
性
の
更
な
る
活
躍
の
推
進

　人口減少社会を迎え、防災力の低下が懸念される
中、多様化・大規模化する災害に的確に対応するた
めには、これまで以上に自助・共助・公助が一体と
なって地域防災力を発揮していかなければならな
い。この地域防災力が発揮される場である地域社会
では、女性が人口の半分を占めており、公助を担う
消防においては、より多くの女性消防吏員や女性消
防団員が参画、活躍することで、消防・防災体制の
向上に寄与するものである。
　消防・防災の分野においても女性が増加し、活躍
することにより、住民サービスの向上、消防組織の
強化につながることが期待される。まず、より多く
の女性を含めた多様な経験を有する職員・団員が住
民サービスを提供することによって、子どもや高齢
者、災害時の要支援者など、様々な状況にある多様
な住民への対応力が向上していく。
　加えて、公助を担う消防組織においても多様な視
点でものごとを捉える組織風土が生まれ、また、育
児・介護などそれぞれ異なる事情を持っていること
を組織や同僚が理解し支援する組織風土が醸成され
ることなどから、多様なニーズに対応できる柔軟性
が備わると考えられる。

（１）女性消防吏員を取り巻く現状
　消防本部においては、昭和44年（1969年）に初
めて女性消防吏員の採用が始まり、平成６年（1994
年）には「女子労働基準規則」の一部が改正され、
消防分野における深夜業の規制が解除された。これ
により、女性消防吏員も24時間体制で消防業務に
従事できるようになり、現在は救急隊員のほか消防
隊員などの警防業務を含む交替制勤務を行う女性消
防吏員が全女性消防吏員の約５割となっている。
　このように、少しずつ女性消防吏員の増加や、職
域の拡大が図られてきたところであるが、平成27
年４月１日現在、全国の女性消防吏員数は3,850人
で、全消防吏員に占める女性の割合は、2.4％と、
未だ低い水準となっている（トピックス１-１図）。
　また、全消防本部の約４割にあたる288本部が、
所属する女性消防吏員が全くいない消防本部となっ
ている。
　消防の分野においても、女性の力を最大限に活用
して組織の活性化を推進するための環境整備が重要
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トピックス1-1図 全消防吏員に占める女性の割合と人数の推移
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課題であることから、女性消防吏員がいきいきと職
務に従事できる職場環境づくりを、ソフト、ハード
両面から支援する方策の検討を目的に、消防庁にお
いて、「消防本部における女性職員の更なる活躍に
向けた検討会」（以下「検討会」という。）を平成
27年３月から７月まで開催した。

（２）女性活躍推進の考え方
　具体的に、消防本部における女性の活躍推進をど
のように進めていくべきかについて、検討会では次
のことが提言された。

ア　適材適所を原則とした職域の拡大
　女性消防吏員の職域については、これまで、防火
指導、予防、救急などの特定の分野に多く配属され
てきたが、消防の活動においては、女性の就労に関
して「重量物を取り扱う業務」や「有害物のガス、
蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」に係
る一部の制限のみ存在するだけで、当該制限による
制約以外には、従事できる職域に男女の差異はない。
消防組織においても意欲と能力に応じた採用や適正
な昇任、人事配置がなされ、女性消防吏員の職域拡
大が図られるべきである。

イ　女性消防吏員比率の増加
　女性の活躍を進めるためにも、それぞれの消防本
部が女性消防吏員の比率を計画的に増やしていくこ
とが不可欠である。
　その際、消防本部の規模やこれまでの採用実績等
により、対応に差が見られてもやむを得ないと考え
られるが、女性の活躍を進めるという方向性を全国
の消防全体で共有すべきである。

ウ　消防本部トップの意識改革
　これまで女性消防吏員がいなかった職場などで
は、女性を受け入れることに伴い、多様な課題が生
じうることも想定されることから、女性活躍推進に

はしご機関員として活躍する女性消防吏員
（東京消防庁提供）

火災予防業務に従事する女性消防吏員
（松本広域消防局提供）

トピックス1-2図 消防本部における女性職員の更なる
活躍に向けた検討会　構成員

○検討会委員（敬称略・五十音順）
　　　伊佐地　　　剛　�多治見市消防本部多治見南消防

署長
　　　井　上　元　次　�京都市消防局総務部人事課長

（～平成27年３月）　
　　　岡　田　真理子　和歌山大学経済学部准教授
　　　久保田　起美惠　東京消防庁矢口消防署長
　　　佐々木　常　夫　�株式会社佐々木常夫マネージメ

ント・リサーチ代表取締役
座長　武　石　恵美子　�法政大学キャリアデザイン学部

教授
　　　名　畑　　　徹　�京都市消防局総務部人事課長

（平成27年４月～）
　　　藤　原　亜希子　�横浜市消防局緑消防署予防課査

察係長

○検討経過等
　▶第１回検討会　　　　　　　H27.�3.�23
　　・消防本部向け調査　　　　H27.�4.�17～5.�12
　　・女性吏員向けアンケート　H27.�4.�24～5.�15
　▶第２回検討会　　　　　　　H27.�5.�27
　▶第３回検討会　　　　　　　H27.�6.�22
　▶第４回検討会　　　　　　　H27.�7.�13
　▶報告書公表　　　　　　　　H27.�7.�29
　▶今後の取組を通知　　　　　H27.�7.�29
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向けては、各消防本部のトップである消防長及び幹
部職員の意識改革が不可欠である。

エ　ライフステージに応じた様々な配慮の必要性
　仕事に関わる能力に基本的に男女の違いはないと
はいえ、現状においては、女性消防吏員が極端に少
ない状況であること、妊娠・出産など母性保護にか
かる配置や、子育て期における配慮が必要であるこ
とから、女性についてライフステージに応じた人事
上の様々な配慮が必要である。
　なお、こうしたライフステージに応じた配慮の必
要性については、職員の高齢化、共働き世帯の増加、
介護責任を担う職員の増加等により、女性特有の課
題ではなく男女共通の人事管理上の課題として捉え
るべきである。

（３）女性消防吏員の活躍推進に向けた今後の取組
　検討会の提言内容を踏まえ、消防庁として、「消
防本部における女性消防吏員の更なる活躍に向けた
取組の推進について」（平成27年７月29日付け消防
消第149号消防庁次長通知）により、以下の取組を
市町村に対し要請した。

ア　女性消防吏員の計画的な増員の確保
（ア）数値目標の設定による計画的な増員
　消防全体として、消防吏員に占める女性消防吏員
の全国の比率を、平成38年度当初までに５％に引
き上げることを共通目標とする。
　この共通目標の達成に向け、各消防本部において
は、本部ごとの実情に応じながら、以下を目安とし
て数値目標を設定した上で、計画的な増員に取り組
むこと。
【目標設定の目安】
　ⅰ�　毎年の女性採用者数をこれまでの２倍から

2.5倍程度以上に引き上げることにより、女性
消防吏員比率を10年間で倍増

　　�　ただし、地域の中核的な消防本部など一定規
模以上の消防本部では、少なくとも５％水準ま
で増加

　ⅱ�　女性消防吏員がゼロの消防本部については、
これを早期に解消するとともに、可能な限り速
やかに複数人を確保

（イ）　女性の採用の拡大に向けた積極的な取組
ａ　積極的なPR活動の展開
　女性消防吏員を増加させるためには、まずは消防
を自らの職業として選択肢に含める女性を大幅に増

100人未満 100～299人 300～499人 500～
699人

700～
999人

1,000人以上

1.9万人 5.7万人 2.75万人 0.75
万人

0.8
万人

4.06万人

０

16.6％18.6％ 16.2％ 16.3％ 19.5％ 24.7％

本部規模
区分

8.9％

6.2％
5.8％

5.4％

3.2％
2.8％

0.9％

1.5％
1.9％

2.3％
2.8％

4.3％

5.2％
（試算値）5.0％

（目標値）

2.4％
（H27．4．1
現在）

+α

+α

２倍

２倍・
少なく
とも
5％

２倍・
少なく
とも
5％

２倍・
少なく
とも
5％

２倍・
少なく
とも
5％

※吏員数は、平成26年４月１日現在の人数を使用

規模区分ごとの毎日勤務吏員比率（％）

女
性
吏
員
比
率（
％
）

倍
増

２
倍

規模区分ごとの職員数（人）　※幅は規模別構成比を表す

＋α：女性のいない本部は必ず１人以上採用

トピックス1-3図 数値目標設定イメージ
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やすことが喫緊の課題であることから、各消防本部
は、これから社会人になる年齢層の女性に対し、具
体的な業務内容や勤務条件等を含め、消防の仕事の
魅力について、より積極的にPRするとともに、消
防は女性が活躍できる職場であることの理解を深め
るための説明会等を行うこと。
ｂ　�採用試験における身体的制限について
　採用募集に際し、身長・体重等の身体的制限を設
けている消防本部においては、こうした制限が、消
防の職務の遂行上、必要最小限かつ社会通念からみ
て妥当な範囲のものかどうか、検証の上、必要に応
じて見直しを検討すること。
ｃ　�女性消防吏員の増加を踏まえた円滑な人事管理

等の検討
　消防は、市長部局の他の業務とは異なり、一定の
隊員数で現場での部隊活動を行うため、現場活動従
事者に長期の休暇や休業を取得する職員が生じた際
に、必ずその欠けた１人を代替として補充しなけれ
ば部隊活動に支障を来すという職務上の特殊性を有
する。
　今後、消防本部が行う女性消防吏員の採用の大幅
拡大にあわせ、市町村においては、消防における職
務上の特殊性を理解のうえ、適切な措置を検討する
こと。具体的には、想定される休業等に際し、消防
力を継続的に維持できるような代替職員の確保等が
考えられること。

イ　�適材適所を原則とした女性消防吏員の職域の拡大
　消防業務において、法令による制限を除き、性別
を理由として従事できる業務を制限することはでき
ないことを十分に理解し、女性消防吏員の意欲と適
性に応じた人事配置を行うこと。
　なお、各隊の活動水準について一定レベルを確保
することは必要不可欠であり、性別を問わず、各隊
員がその活動に必要な能力を満たさなければならな
い点に留意すること。

ウ　ライフステージに応じた様々な配慮
　現状においては、女性消防吏員が極端に少ない状
況であること、妊娠・出産といった母性保護にかか
る配慮や、子育て期における配慮が必要であること
から、以下のように、女性についてライフステージ
に応じた人事上の様々な配慮が必要である。

（ア）仕事と家庭の両立支援
　各消防本部においては、育児休業、子の看護休暇、
介護休暇制度及び育児短時間勤務制度等、法令上規
定された制度の活用を促進することはもとより、男
性を含む職場全体で超過勤務の縮減などを進め、仕
事と家庭の両立支援に積極的に取り組むこと。
　また、各消防本部は、市町村長部局とも連携しつ
つ大規模災害時等に緊急に対応できる子供の預け先
の確保などの子育て支援策の創設、拡充を進めると
ともに、緊急参集要員の免除を含めた柔軟な対応を
実施すること。
（イ）�女性消防吏員が消防職務を継続していくため

の支援
　女性消防吏員が圧倒的に少ないという現状に鑑み、
各消防本部においては、女性消防吏員が仕事をして
いく上で適切な援助や助言を得ることができるメン
ター制度の導入や相談窓口を設置するよう努めること。
　また、育児休業からスムーズに職務に復帰し、自
身のキャリアを積み重ねていくために、育休中の職
員に対する業務関連情報の提供、職場復帰時におけ
る研修の実施等の支援策を講じること。
（ウ）キャリアパスイメージやロールモデルの提示
　消防本部によっては、女性消防吏員が、同じ職場
にロールモデル等がないことにより将来のキャリア
を描きにくい現状があることから、比較的女性消防
吏員が多い消防本部の事例等を参考に女性消防吏員
のキャリア形成を支援し、職域拡大を促進すること。
（エ）�「ポジティブ・アクション」としての研修機

会の拡大
　平成６年（1994年）の交替制勤務の解禁以前の
世代など、年代によっては、各消防本部における幹
部への昇進に必要な経験を積んでいない女性消防吏
員もいることから、各消防本部や都道府県消防学校
において、こうした女性消防吏員が更にキャリアを
拡大することができるようにするための研修を積極
的に実施すること。
　なお、消防大学校においては、入校要件や研修期
間の検討によって研修を受けやすくなる工夫を行い、
女性消防吏員向け養成コースを設置するとともに、
幹部教育・専科教育の女性応募枠を確保するなど、
女性消防吏員の研修機会の拡大を図る予定である。

エ　消防長等消防本部幹部職員の意識改革
　消防長は、消防本部のトップとして消防事務を統
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括し、すべての消防職員を指揮監督するほか、消防
の組織編成権を有するなど、市町村の他の幹部職員
と比較しても特に重い責任・権限を有している。そ
のため、消防長には、女性消防吏員の活躍推進を組
織的に実施していくため強いリーダーシップを発揮
することが求められる。
　全国750消防本部の消防長は、女性の活躍推進の
意義を十分に理解し、自らの責務として各種の施策
を実行すること。また、消防本部幹部職員に対して
も、研修等により女性の活躍推進について理解を深
めるよう取組を行うこと。

オ　その他
（ア）　施設・装備の改善
　各消防本部においては、女性消防吏員の活躍の場
を広げるために、消防本部・消防署・支所（出張所）
等において、女性専用のトイレ、浴室、仮眠室など
の施設整備を計画的に推進すること。
　また、女性消防吏員の要望に応じて、女性用の被
服・装備品の導入を積極的に進めること。
（イ）女性の活躍情報の「見える化」の推進
　各消防本部においては、女性割合、女性の採用者
数、女性の管理職の割合、女性活躍推進に向けた取
組状況について、ホームページに掲載するなど「見
える化」を推進すること。
　消防庁としても、先進的な取組を行っている消防
本部の事例を全国に共有する等により、各種取組の
広がりを推進することとする。

　消防庁としては、これらの取組の考え方、対応方
針等について、ホームページなどにより全国の消防
本部等に対し周知を図っている。今後は、消防本部
の先進事例や取組状況などについて情報提供を行う
とともに、女性消防吏員の採用拡大に向けたPR活
動に対する支援に取り組むこととしている。

（１）女性消防団員を取り巻く現状
　女性消防団員数は、平成27年４月１日現在、10年
前の平成17年４月１日現在の１万3,864人に比べ
8,883人、64.1％増えて、２万2,747人となっており、
消防団員の総数が減少する中、その数は年々増加し
ている（トピックス１－4図参照）。しかしながら、女
性消防団員がいる消防団は全消防団の64.3％にとど
まっている。
　近年、地域の安心・安全の確保に対する住民の関
心の高まりなどを背景に消防団活動も多様化してお
り、実災害での消火活動や後方支援活動などはもちろ
ん、住宅用火災警報器の設置促進、火災予防の普及
啓発、住民に対する防災教育及び応急手当指導等、
女性消防団員の活躍が多岐にわたって期待されている。
　平成26年８月豪雨による広島市土砂災害におい
ても、広島市の女性消防団員が避難所の運営支援活
動等に従事し、高い評価を受けた。女性消防団員の
いない消防団では、入団に向けた積極的な取組が必
要である。

	 2.	 消防団における女性消防団員の活躍推進

トピックス1-4図 女性消防団員数の推移
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（備考）　１　「消防防災・震災対策現況調査」により作成
　　　　２　�東日本大震災の影響により、平成24年の宮城県牡鹿郡女川町の数値は、前々年数値（平成22年４月１日現在）により集計

している。
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（２）	女性消防団員の活躍推進に向けた取組
ア　消防団への加入促進
（ア）総務大臣書簡の発出
　平成25年11月８日、平成26年４月25日に続いて、
平成27年２月13日、総務大臣からすべての都道府
県知事及び市区町村長あてに書簡を送付し、女性の
消防団への加入促進に向けた積極的な取組について
依頼を行った（特集２-２図 P.１6参照）。
　加えて、平成27年２月には、日本経済団体連合
会などの経済団体あてにも書簡を送付し、女性従業
員の消防団加入に対する事業者の理解と協力を呼び
かけた（特集２-3図 P.１7参照）。
（イ）総務大臣からの感謝状の授与
　平成27年７月15日、同年４月１日現在の消防団
員数の速報値を取りまとめ、女性消防団員数が相当
数増加した団体等22の消防団に対して総務大臣か
ら感謝状を授与した。
（ウ）加入促進のための先進的な取組の支援等
　女性消防団員を更に増加させるため、消防庁では、
消防団加入促進モデル事業など女性の入団促進につ

ながる施策を実施するとともに、女性消防団員のい
ない市町村に対しては、入団に向けた積極的な取組
を求めている。

イ　全国女性消防操法大会の開催
　平成27年10月15日、女性消防団員等の消防技術
の向上と士気の高揚を図るため、横浜市消防訓練セ
ンターにおいて「第22回全国女性消防操法大会」
を開催した。

ウ　全国女性消防団員活性化大会の開催
　全国の女性消防団員が一堂に集い、日頃の活動や
その成果を紹介するとともに、意見交換を通じて連
携を深めることにより、女性消防団員の活動をより
一層、活性化させることを目的として、平成６年
（1994年）から「全国女性消防団員活性化大会」
を開催している。
　平成27年10月29日、佐賀県佐賀市において「第
21回全国女性消防団員活性化佐賀大会」を開催した。

全国女性消防操法大会

救命講習を行う女性消防団員

全国女性消防団員活性化大会
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